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■ 研究会開催報告 ■
「激変する世界情勢下にある中国事業の新展開～外商投資法を中心とした新法令を

踏まえて～」

日 時：2020 年 11 月 20 日（金）15：00～16：00 
開催方法：WEB セミナー(Zoom 利用) 

【講演概要】

新型ウイルス流行により世界情勢が激変する中、中国経済は急速な回復を遂げた一方、日本の対中投資にも

変化が見られます。海南省での「自由貿易港」の建設、新たな外商投資ネガティブリストの公布など、更なる外

資誘致や対外開放の動きもあれば、外商投資法、民法典その他一連の法整備もあり、これらは日本企業の中国

事業にとって大きな影響となりそうである。 

そこで、中国経済・日本対中投資の最新動向や、外商投資法、民法典等の新法令の概要を紹介しましたうえ、

外国投資者・日系企業としての留意点などにつき実務的な観点から日本語で解説する。最近の法改正を踏まえ、

対中投資で問題となる中国独自の外貨管理実務にも触れる。 

【講師紹介】 劉 新宇（リュウ・シンウ）氏 

北京市金杜法律事務所(King & Wood Mallesons)パートナー弁護士 

＜略歴＞ 

北京市金杜法律事務所(King & Wood Mallesons)パートナー弁護士、中国政法大学大学院特任

教授。仲裁人等としても活躍。得意分野は、外商投資、再編を含む企業 M&A、会社法務、労働

人事、国際貿易・商事仲裁で、最近では独占禁止法、反商業賄賂、税関・外貨管理及び紛争解

決にも注力。多くの日中団体、多国籍企業の法律顧問を務める。 

上海復旦大学法学部卒業、早稲田大学大学院法学研究科修士(民法)。卒業後、中華人民共和国

労働省に入省、同省直轄の国際経済合作公司に勤務(総務副部長、法務部長を歴任)、1995 年北

京莫少平法律事務所に入所、2001 年から丸紅株式会社法務部にて中国法顧問を務め、2005 年

2 月に金杜法律事務所に入所、現在、コーポレート業務担当のパートナー弁護士。金杜法律事

務所管理委員会委員（管理パートナー）をも務める。 

中国国際経済貿易仲裁委員会(CIETAC)仲裁人、一般社団法人日本商事仲裁協会(JCA)仲裁人、

中国政法大学大学院特任教授、中国人民大学税関・外為法研究所所長、中日民商法研究会副会

長、中国社会科学院法学研究所私法研究センター研究員、最高人民検察院民事行政案件諮問専

門家、早稲田大学トランスナショナル HRM 研究所招聘研究員、中華全国弁護士協会渉外法律服

務委員会委員、北京市弁護士協会国際投資・貿易法律委員会委員長、国家外貨管理局法律顧問。
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1.講演録 
 
【開会】 
 
（司会） 
 これから第 137 回中国研究会を始めさせていただく。 
 本日の研究会は、北京市金杜法律事務所パートナー弁

護士の劉新宇先生にご登壇いただく。講演タイトルは

「激変する世界情勢下にある中国事業の新展開～外商投

資法を中心とした新法令を踏まえて～」。ご経歴の詳細は

割愛するが、劉先生の得意分野は外商投資、再編を含む

企業の M&A、会社法務、労働人事、国際貿易、商事の

仲裁等である。 
  
（劉氏） 
 今回のセミナーは、もともと 2020 年 2 月を予定して

いたが、新型コロナウィルスの関係で日本に行けなくな

り 11 月までずれ込んだ。中国の外商投資法についてのみ

お話しする予定だったが、この 1 年弱の中国の最新状況

を踏まえて、外商投資法のことはもちろん、それ以外に

も民法典の改定、輸出管理法の公布といった一連の動き

の中で、日本企業に今後必要とされる情報も合わせて提

供できればと思う。 
 ただ、言うまでもなく投資関係の講演なので、貿易の

ことは少し触れるが、基本的には投資に関わる話題を取

り上げたい。 
 資料の目次は一章から五章まであり、本日中心になる

のは第二章「外商投資法その他関連法令の施行に伴う外

資への影響」である。第三章、四章については後で簡単

に説明する。 
 まず第一章、中国経済の近況と日系企業の対中投資の

動向について触れる。基本的に私は法律家であり経済に

ついてはそれほど詳しくないため、簡単に背景として説

明する。中国の 2019 年度の国内総生産（GDP）は 2018
年度より 6.1％増加した。全国民 1 人あたりの可処分所

得についても前年度より 8.9％増加している。そういう

意味で経済は 2019 年まで絶好調だった。2020 年はとい

うと、確かに状況は変わったものの、IMF(国際通貨基

金)報告によると 2020 年は恐らく 1％まで落ち込むが、

来年は 8％以上あがる見込みになっている。一方、中国

の外貨準備高はまだまだ増えていて、輸出による金額も

基本的には増加している。2020 年の 1 月から 5 月まで新

型コロナウィルスの関係で若干落ち込んだが、5 月以降

徐々に回復し、輸出と輸入の両方の総額も記録を更新し

ている。 
 外資については、2020 年の外資利用額も 5 月頃までは

2019 年に比べると 10％程度減少していたが、5 月以降

はどんどん増加し、外資利用は回復したとも言われてい

る。 

 一方、日本企業が中国でどういう状況に面している

か、皆さんご関心がある所だと思うが、ここ数年よく

言われているのは日系企業による対中投資コストの上

昇である。人件費の上昇により費用が急増し、日本企

業の経営環境は厳しくなるのではないかと言われてい

る。それ以外にも中国の経営資源の非効率性、品質管

理の問題、中方との意見の不一致が経営環境の変化に

伴う問題としてよく指摘される。昨年来、米中貿易摩

擦に起因した経営状況の変化があったことに加えて、

2020 年は新型コロナウィルスによって一部の日本企

業はかなり影響を受けていると言われている。しかし

最近、弊所の複数のクライアントにヒアリングしたと

ころ、基本的には 7 月、8 月以降から徐々に回復して

いるとのことであった。 
 先日、私自身も四川省、河北省、河南省、広東省と

いった現地で約 20 カ所の企業を視察したところ、昨

年と同じ状況とまではいかないものの基本的には回復

しているようであった。日本の本社とは違い現地の日

系企業はかなり回復している様子である。弊所は弁護

士 2,800 名、スタッフを入れて 5,000 名弱という体制

となっており、いわゆる常連客である日系企業のクラ

イアントは百何十社あるが、その中の数社の反応から

みても経営環境は回復している。 

 
 米中貿易摩擦については日系企業にも影響がある。

中国企業は対米対策のために知的財産権の保護に取り

組みながら技術研究開発を加速しており、それに伴っ

て中国内企業間の連携が盛んに行われている。 
 中国ではアメリカ企業とのトラブルがある中で、そ

れならば日系企業と良い関係をつくろうということが

最近ブームになっている。また、先日、日本の電機メ

ーカーから相談を受けたのだが、いったん止まってい

る米国の追加関税が今後再開することも考えられるた

め、中国の生産拠点を東南アジアのタイに移すことが

決まったという。今後はタイで造った商品を対米輸出

するということで、従業員の人員削減、生産設備の移

転について法的相談が寄せられた。それが意味するの
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は、米中貿易摩擦は米中両国のみならず、日系企業に

とっても大きなインパクトがあるということである。

移転の動きは昨年前半から加速していたが、2020 年

は新型コロナウィルスの影響で後半に若干落ち込み、

まだ再加速する様子はない。 
 日系企業としては、中国からアメリカへの輸出につ

いては東南アジアに生産拠点を移すことがある。その

一方で、アメリカ系企業や日系企業など、中国の現地

生産に転換するケースもある。中国の対米関税引き上

げもあるため、アメリカ製の製品を中国で販売する場

合は中国で合弁会社を新たにつくる動きも若干あり、

そういったケースの相談も受けている。また、迂回輸

出として、中国大陸からベトナムや台湾を経由してア

メリカに輸出するというやり方もあるようだが、その

問題点として、本当にこれら第 3 国で製造過程を経た

商品なのか、それとも産地を変更せず、メイド・イ

ン・チャイナとしてアメリカの特別関税対象から外さ

れないまま輸出するのか、企業によってやり方は異な

る。法律上違法とされたり、あるいは無駄とされるこ

ともある。 
 次に世界の外資受入国、対外投資国の地域別トップ

10 をみると、日本は世界最大の対外投資国、中国は世

界 2 番目の外資受入国である。日本の対外投資の残高

はまだ相当高く、中国は 2 番目となっている。日本企

業の対中投資は 2020 年 1 月から 4 月までは減少とな

ったが、先ほど言及したとおり 5 月以降は一部の日系

企業は中国事業を拡大している。資料に列挙した日本

企業の投資事例は新聞報道で公開されたデータを基に

作成したが、一部は弊所が代理した案件で、例えば日

本の電機メーカーと中国のナビゲーション会社の合弁

や日本の大手総合商社と中国企業との合弁は、いずれ

も 5 月以降の新規案件である。一方、企業の反応とし

ては、2020 年前半は日本製品の輸入に遅れが見られ

たが、6 月以降は基本的に中国の内需が拡大し、特に

日本の生活用品といった中国人が非常に期待している

物はほとんど輸入され、特に支障は感じていないと聞

いている。 
 中国国内で大きな反応があったのは、日本企業の中

国からの撤退で、日本の新聞で報道されたとおり、日

本政府は一部の産業のサプライチェーン強化のため、

補助金を出して生産拠点を中国から日本国内へ回帰さ

せるという緊急対応策がとられたことである。アメリ

カでも同じような話題が上がっているが、今、一部の

中国企業から、日本と中国は友好関係なのになぜ撤退

するのかという驚きと疑問の声が上がっている。我々

が日中間の投資や貿易の架け橋になることを願い説明

しているのは、日本政府の要求に応じて国内移転する

日本企業はマスクや医療品など特別な分野のものだけ

で、中国は極めて重要なマーケットだから大規模な撤

退は無いだろうし、日本政府もそこまでは望んでいな

いのではないか、という話だ。しかしその説明も、多

くの中国企業や国民には理解し難いというのが実状で

ある。 
 したがって、今日このセミナーで皆さんにお伝えす

る情報の一つとして、今後対中投資の際に、この日本

政府の措置や日本企業の緊急対応策について、中国側

から、何なのか、非常に疑問だ、という声がおそらく

頻繁に出てくると思うので、どう回答するか、どのよ

うに説明するか、念頭に置いておいた方がよいと思

う。 
 日本企業の対中投資の展望について日本企業の中国

担当者に対して行われた日経リサーチ 2019 年 10 月 9
日のアンケート調査結果によると、楽観論と悲観論の

両方が存在することが分かる。一方、先日の新聞でも

報道された通り、中国人の日本人に対する好感度は更

に高まっているが、日本人の中国人に対する好感度は

徐々に下がっていて、温度差があるということは驚く

べき事態だと思う。 
 最近、我々は広東省にある日系企業を代理して、深

圳市の中心地から隣の東莞市に移転するという仕事に

取り組んだ。従業員数が数千名の工場で、20 年くらい

市の中心部で操業していたのだが、政府から移転を要

求された。その要求を受け第三者の開発業者に土地を

転売したのだが、20 年前の土地入手代金の数十倍での

転売に成功し、かなりの利益を計上できた。このよう

に中国では工場の国内移転が最近かなり多くなってい

る。最初は日本企業も移転を面倒がっていたが、予想

以上の金額で取引されれば、国内移転に積極的になる

企業も若干増えるかもしれない。 
 中国政府の最新の政策動向をみると、外資拡大の対

応策をいくつか打ち出している。その中で一番目立っ

ているのは海南自由貿易港の政策である。実は今、私

は海南島の事務所から、この講演を行っている。今日

は約 100 名のパートナー弁護士が集まりイベントも開

催される。では、なぜ海南島に人や資本が集まるの

か。新型コロナウィルスも中国国内では落ち着いてき

たので、ほぼ半年以上も自宅に閉じ込められた多くの

中国人が旅行に来て高級ホテルはほとんど満室状況

で、特に海に面した部屋はほとんど空きがないという

状況で旅行業は潤っている。 
 一方、生産加工業も生産再開や生産拡大し、政府は

海南島の自由貿易港の建設を促進する様々な優遇政策

を打ち出している。日本企業の皆さんにご注目いただ

きたいのは、まず租税の優遇政策「ゼロ関税」で、海

南島に輸入した商品については関税が免除になる。こ

れは大きなメリットである。しかも、日本で言えば法

人税、中国で言えば企業所得税は、一般の税率が 25％
のところ 15％となる。中国の他の地域ではハイテク関

連企業も 15％の税率だが、海南島に設立された企業で

あれば全て 15％の低税率が適用されるそして貨物の規
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制緩和、個人所得税の減免、外貨の規制緩和なども予

定されている。 
 3 カ月前に海南島の外資誘致の関係機構を訪問した

ところ、「劉弁護士は日本企業との付き合いが多いの

で、外資導入の際には日系企業をたくさん連れてきて

ほしい」と言われた。先日は海南島政府の傘下に属す

る金融会社から、できれば中国国内の資本ではなく日

本の資本を導入したいと言われた。おそらくそれは

今、米中関係が悪化している中で日本との関係が大事

だと見ている企業が多いからであろうと推測してい

る。少なくとも海南島誘致の機構関係者は、できれば

日本企業をたくさん誘致したいと考えており、とりわ

け医療産業、ハイテク産業を誘致すること、それに加

え香港に代わって海南島が金融関係で更に力をつけた

いという期待感がある。我々の事務所は毎月日本語の

ニュースレターを発行していて、法律情報のみでなく

今回紹介した海南島の外資誘致に関する詳細な政策、

実務のやり方などの内容も掲載しているので是非ご利

用いただきたい。 
 次に法律の説明に入る。まず、2020 年 1 月 1 日に

外商投資法が施行され、旧「外資三法」が廃止となっ

た。外商投資法のルールの中で日本企業に関係あるも

のに絞って説明すると、まず、ネガティブリスト管理

制度である。今までの中国外資管理の政策では、全て

日本の経済産業省にあたる中国政府商務部が審査認可

を 40 年弱行ってきた。2017 年頃から徐々に緩和さ

れ、今回正式な制度として確立された。ネガティブリ

ストに載っていない産業であれば自由に外商投資がで

きる。日本の法務局での登記と同じように、この新制

度により政府の許認可が不要となりスムーズに登記が

できるようになった。しかし、車の生産や一部の運輸

等の分野では、まだ制限が残りネガティブリストが作

られている。 
 リストに載っている制限産業であれば基本的に政府

に対して設立申請が必要になるというのがネガティブ

リストの管理制度である。その制度の中でも外商投資

は促進できるが、少し曖昧な部分として、今までの発

展改革委員会のプロジェクト管理が完全に無くなるか

どうかが不透明なことがあげられる。日本でもアメリ

カでも一部の産業規制はあるが、中国の産業制限は先

進国より若干多いと一般的に理解されている。ただ、

制限が緩和しているのも事実である。 
 外国投資者にとって留意すべきところは、ネガティ

ブリストへの適合性審査について最終的な責任を負う

機関は定められていないが、違反に対しては厳しい処

分がある点である。 
 また、日本企業にとって大きな影響があることとし

て、合弁企業法の廃止により、これまでの董事会に代

わり株主会を最高権力機構としたことが大きく変化し

た点である。ただし、株主会への変更は 5 年間の猶予

期間が与えられてはいる。一方、中外合作企業はこれ

から消えていくだろうと考えられている。中国で一番

有名な合作企業はおそらく数十年前にできた上海の花

園飯店（オークラガーデンホテル上海）だと思うが、

多くの外資系企業が現金を提供したり、中国企業が土

地を提供したりするような契約式の合作企業は今後消

えていくと考えられる。最近、日本企業からの相談が

殺到しているのは、2020 年からすぐに会社の組織形

態を変更した方が良いのか、もう少し様子を見るべき

かという内容である。我々弁護士としては、合弁企業

の管理体制上で御社によろしくないものが無ければ少

し待ってもよく、逆にそうでなければ、今回の外商投

資法の施行に伴って、法律通り組織体制を早めに変更

したほうが良いとアドバイスしている。 
 次に、大きな話題となっているのは、今回の外商投

資法の中で地元政府のアクションに関する制限であ

る。以前我々が相談を受けた一例だが、広東省のある

街の日本のメーカーが、政府から別の場所に移転、撤

退してほしいという意図がうかがえる対応を受けた。

もともと税金の優遇、補助金の約束があったにも関わ

らず、政府が途中でやめてしまった。政府はこの企業

を追い出したいので今まで承諾した優遇をペンディン

グしたというのが本当の意味であろう。企業が政府に

約束違反だと申し出ると、政府は約束の文書は無い

し、有ったとしても一方的に撤回できるという説明を

したという。 
 このような事態が繰り返されると外国企業も困るで

あろうということで、今回の外商投資法では地元政府

も承諾したことは守らなければならないということを

国が要求している。これにより外国企業も安心できる

ようになったが、約束をどうやって証明するか、エビ

デンスが重要である。政府がもし契約違反した場合、

あるいは権限を超えた場合、法律に抵触した場合に

は、政府や関連部門に対し法により責任追及ができ、

地元政府も制限を受けることになる。 
 弊所から企業へのアドバイスとして次の四つを提案

する。一つ目として、投資する際にどこが承諾した

か、である。どこの市政府か、あるいは開発管理委員

会か、もしくは管理委員会の傘下にある国有企業なの

か、それぞれ異なる相手側の性格に合わせた対応策を

取るべきということである。二つ目は、政府からの承

諾内容について、法律に違反していないか確認するこ

と。三つ目は、政府と法的根拠のある書面を取り交わ

すことで、契約書でなくとも協議書、備忘録といった

形で、少なくとも法的拘束力のある法律文書として位

置づけた方が無難であるということである。口頭ベー

スは駄目、拘束力の無い文書を認めても駄目、文書の

タイトルについてもしっかり明確に確認したほうが良

い。四つ目として、政府の承諾文書に、契約違反をし

てしまった場合どんな責任があるか違約責任を定めて
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おいたほうが御社として請求しやすいということがあ

る。 
 その他の制限としては、資料 34 ページの通り秘密

保持に関するもので、政府の立場を使って情報を聞き

出したり、情報漏洩したりするのではないかという外

国企業の懸念を払拭するために、秘密保持のルールを

政府の現場関係者にまで義務付けている。 
 もう一つ新たな制度は、外商投資情報報告制度であ

る。外国企業の投資について登記は自由化されたが、

登記後に商務部門に事業内容、所在地、法定代表者、

資本金などの届出が必要となった。抹消登記の際も届

出が必要である。クライアントから届出が大変だとい

う相談はまだ無いので心配はしていないが、懸念され

るのは外商投資情報報告制度による届出の義務が場合

により外国企業の本社にもあることである。 
 次は外商投資安全審査制度。これはアメリカにもあ

るが、国の安全に対して影響を及ぼすおそれがある企

業、例えば軍事産業との関係があり得る企業や中国の

基礎インフラに関わる企業などは安全審査によるチェ

ックを受けなければならない。安全審査で政府、官庁

が行うものは最終判断となり、行政訴訟法をベースに

裁判所に対し政府の安全審査は無効だというようなク

レームはできず、法的救済措置が無い。これは安全審

査制度の特別なポイントだと思われる。 
 それ以外のネガティブリストと投資契約の効力認

定、外商投資法の施行と関連する登記作業の留意点な

ども資料にまとめてある。 
 以上が外商投資法の変化の部分だが、詳細について

は日本商事仲裁協会の機関誌である JCA ジャーナル

に「新時代に突入した中国外商投資法実務の変貌」と

いう文章を掲載しており、2020 年 2 月には「商事法

務」から外商投資法に関する論文も出している。E メ

ールを頂ければ皆さんにお送りするので参考にしてほ

しい。 

 
 ここからは、最近インパクトが大きかった二つの法

令について説明する。一つは民法典、もう一つは輸出

管理法である。 
 まず、民法典は 2020 年の 5 月に採択された。中国

は今まで民法総則しか無かったが、今回の民法典制定

は中国国民から見ると大きなインパクトがあると言わ

れている。例えば、家族関係、婚姻関係、人格権関係

等でもそれぞれ大きくルールが変わっている。法律の

条文も多く計 1,260 条にもなる。契約関係等の部分は

日本企業の投資にも関係する。 
 契約関係については昔から定形約款に関するルール

があったが、今回の民法典では「相手方と重大な利害

関係のある条項」について、例えば、自分の責任を免

除したり、大きく軽減した場合は相手に注意喚起し相

手方の要求に従い説明をしなければならないと条項で

定めており、ここは注目すべき点である。どうやって

定型約款が無効と判断されるかは資料の通り四つの状

況がある。我々は日本企業の代理人も務めており、柔

軟に契約関係に取り組んできたが、日本企業が日本本

社の契約雛形を利用して中国の相手企業にいろいろな

要求を出した場合、中国の定形約款として見た場合に

法律に抵触すると思われる条項で契約を無効にされな

いように、現行の契約雛形を調整してほしいという依

頼が急増している。したがって、皆さんも御社の標準

雛形について、御社の権利を守るという意味では重要

でも、相手側から受け入れがたい条項があると指摘さ

れる可能性もあり、御社の不利益となる恐れはないか

注意していただきたい。 
 もう一つ、日本企業がよく困っているのは出資持分

譲渡についてである。これまで出資持分譲渡は許認可

制で認可が下りるまで契約が発効しないのに、認可が

行われないままにされたケースがかなりあった。今回

の民法典のルールでは認可の手続きを行なわないこと

により契約の発効に影響を与えた場合、日本企業から

相手企業の責任を追求できるようになった。つまり、

契約の効力はまだ発生していないが契約を守ることに

ついて約束したので、その部分は成立した契約として

守るべき、ということである。これは日本企業にとっ

て今後のインパクトが極めて大きいであろう。 
 もう一つは経営範囲の問題。日本企業は中国で経営

範囲を超えて作業をすると契約無効となるのではない

かと心配をしていたが、民法典によって、今後は経営

範囲を超えたことのみで契約の無効を確定してはなら

ないと定められた。 
 契約の解除も若干ルールが変わって、契約解除でき

る権利があるのに 1 年以内に行使しない場合はその権

利が無くなるため、期限についても注意が必要であ

る。さらにインパクトが大きいのは、契約違反の当事

者からも契約解除ができるという点である。したがっ

て、日本企業は対中投資、対中貿易の際には、もたら

される影響を事前に見込んでおいた方がよい。 
 次に、中国の融資について話をする。民間貸付の利

率の上限についてはもともと 36％までと定められてい

たが、今は基準が廃止され、LPR（ローンプライムレ

ート：最優遇貸出金利）という中国人民銀行が公布し
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た貸付金利の 4 倍までが民間貸付の利率の上限となっ

た。日本企業は対中投資の際に銀行以外に融資をした

りすることが多いので、リスクについて上限があると

いうことはルールとして重要である。 
 保証責任について、今までは一般保証なのか連帯保

証なのか不明瞭な場合は連帯保証とみなされたが、今

後は一般保証とされ連帯責任も問われない。これも大

きなインパクトである。 
 時間の関係で更に詳細な部分の説明は控えるが、皆

さんの中にはなぜ複雑な民法典の話をするのかわから

ないという意見もあると思う。ただ、この五つのポイ

ントは極めて重要なので、概念だけでも記憶に残して

いただきたい。 
 人格権についてのスライドはあくまでデータとして

参考資料にしてほしい。 
 民法典に定められた多くの責任について説明する

と、民法典では環境規制が厳しくなり、規制への違反

について、懲罰的賠償責任が定められた。更に環境破

壊をもたらした場合は環境修復の責任を求められる環

境修復制度が採択された。民法典の詳細については、

2020 年 7 月に NBL という雑誌に私の論文を掲載して

いるので興味があればご一読いただきたい。 
 今日の資料には、外為法についても参考として入れ

ている。外商投資法には「外貨管理の緩和」という文

言は無く、資本金を入れること、資本収益の送金とい

ったもの全てを自由化するとも読み取れるが、これか

ら外貨管理は緩和されていく。まだ緩和の途中だが、

日本企業が最も関心があるのは外貨資本金の換金であ

ろうと思う。これまでは外貨を中国に入れてから自由

に人民元に換金できなかったが、5 年前に緩和がスタ

ートし、昨年更に緩和され、基本的には外貨資本金を

自由に人民元に換金できる時代になった。 
 また、クロスボーダー融資に関する政策も更に緩和

されている。例えば、中国にある日系企業が日本本社

から外債を借り入れる際の規制が緩和され借り入れ枠

が拡大されたり、これまで内資企業による外債の借入

はなかなか認められなかったが、今は国内資本の企業

でも純資産の 2 倍まで認められ、今後は 2.5 倍まで借

り入れできるようになる。そうなるとクロスボーダー

融資は更に便利になると見ている。 
 人民元の換金、利益の送金について、実はこの 2、3
年、外貨準備高を少し下げるため、日本企業による海

外への利益送金が一時難しくなったという噂があった

が、実際には日本の金融庁に当たる中国の国家外貨管

理局として、正常な利益送金を止めるようなルールは

一切無い。ただ、一部の地方銀行が何らかの理由で企

業による利益送金を止めた個別事例は一部あった。今

後、もし皆さんが外貨送金について銀行などから厳し

く取り扱われた場合は相談してほしい。 

 最後に、中国輸出管理法に関する最近のホットな話

題に少し触れる。先日、日本の新聞で報道された通

り、日本のレアアースの輸入は厳しくなるだろうとい

う話題で、中国輸出管理法の採択にも関連がある。輸

出管理法について管理品目のリストはまだ出されてい

ないが、レアアースが含まれるかどうか、リストの内

容によっては日本企業に大きなインパクトを与えるこ

とになる。アメリカのエンティティリストに近い形で

中国の信頼できない実体リストも中国政府から公表さ

れる。日系企業にも、今後、信頼できない実体リスト

に含まれるかもしれないという心配や恐れがあるよう

だ。その意味で、日本企業も今後、中国の輸出管理の

規制、そして、信頼できない実体リストに関する管理

規制をよく勉強しておくことが、将来の対中ビジネス

にとって重要かと思う。 
 以上、外商投資法を中心として民法典および外貨管

理と輸出管理法に言及した形で日本企業の最新の対中

投資状況を説明した。まだ足りない部分も相当あると

思うので、疑問があればお気軽に連絡いただきたい。 
 
 
 
■質疑応答 

 

（司会） 
 いくつか頂いている質問にお答えいただきたい。 
 まず 1 点目は、この外商投資法が制定されたことに

より、日本企業への関連では具体的にどういった分野

や産業が恩恵を受けるのか。 
 
（劉氏） 
 今、ネガティブリストを公表しているので、これか

ら少し改善はされるが、基本的に日本企業で恩恵を受

ける部分は多くなるのでしょう。そのなか、運輸業、

資源産業、そして一部の不動産関連といった産業はあ

る程度、外商投資法の恩恵を受けるだろう。ネガティ

ブリストの詳細な部分を細かく見ると分かると思う

が、例えば、一部の現地業務に制限があったのが、今

回の外商投資法によって一部の現地業務も制限が外さ

れ許認可申請が不要になった、ということもある。そ

ういう恩恵も大きいと思う。 
 
（司会） 
 中国の外商投資法が施行された後、中国人と外国人

それぞれが会社を起こすとき、定められている資本金

の金額に違いはあるのか。 
 
（劉氏） 
 中国人であれ日本人であれ、資本金関連の制限は撤

廃されたので差や違いは無い。 
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（司会） 
 新型コロナウィルスの影響はどこまであるのか。劉

先生の弁護士事務所への相談件数や企業設立の動き、

感染拡大がいったん収束している中国の最近の相談な

どはどんな状況なのか。 
 
（劉氏） 
 残念ながら、日本本社による対中投資の新規案件が

若干減少している。おそらく日本本社は新型コロナウ

ィルスへの対応が急務となっており、なかなか投資ま

でできないし、更に中国出張も難しいので投資がかな

り減っているのだと思う。相談案件の多くは中国現地

にある日系企業であるが、ただ日系企業の国内再投資

は今でも少なく、基本的には保守的な現状維持という

ことになる。欧米企業も減少はしているが、新規投資

の相談も継続している。日本企業の相談や動きは決定

的に少ない。 
 
（司会） 
 中国では新型コロナウィルスの影響が収まってきて

いると思うが、新規に新たな企業を設立する場合、

様々な行政手続等があると思うが、その中で新型コロ

ナの影響で手続きに時間がかかるようになったとか、

新たにしなければならないことがあるかなどを教えて

いただきたい。 
 
（劉氏） 
 地方によって異なる部分があるかもしれないが、全

般的に言えば複雑になるとか不便になるということは

無いはずである。最近、四川省の成都、広東省、そし

て海南島で企業を設立するところを全部回ったが、政

府の外資優遇が少なくなった中で、できれば外資が来

てくれたら全力を上げスピードアップしたり便益を図

ったりするということを明らかにしている事例が多

い。一方、少し面倒なのが新型コロナウィルスによる

移動制限で、例えば移動の際にいろいろな検査を受け

たり、自分の健康状態を申告したりしなければならな

いという点では手続きに影響がある。 
 
（司会） 
 今回、審査や許認可がかなり省略されるというお話

があったが、これは逆に言うと海外から進出している

企業に何か信用が与えられるというところがあるかも

しれないが、この信用という面に関して新しい外商投

資法の影響はあるのか。 
 
（劉氏） 
 もともと法令制定の際にここまで緩和することでメ

リットがある一方、昔のようにチェックが無くなるこ

とによって信用の面でどうなるか、少し危険なのでは

ないかという声もあったが、最高指導部の判断でチェ

ックは無くなった。結局、信用の面で新たな話題は聞

かれないし、特に辺ぴな国の企業の投資についても信

用の面で疑われるという声は出ていない。 
 
（司会） 
 最後に、本日は海南島からの中継ということだが、

海南島に日本企業はどのくらいの規模で進出している

のか。今後増やしていきたいという状況なのか。 
 
（劉氏） 
 正確なデータは把握していないが、政府の管理者と

話したところ、まだ新型コロナウィルスの影響でたく

さんの投資が行われているわけではないが、特に医療

関係産業や電子産業など、誘致については既に複数の

企業がコミットしているということだ。契約して投資

まではまだこれからという企業も少しずつ出ている状

況だと聞いている。ただ、それは政府の情報なので、

ラフな直感からすると、出張制限の解除がされない中

なので、まだまだスピードアップ出来ていないと思

う。一番注目されるのは金融産業だが、日本企業は香

港に対して色々な考えがあるだろうから、海南島の金

融産業に投資するかどうか、政府は日本企業に対しか

なり期待しているが、日本企業が金融関係で取り組ん

でくるかどうかは疑問である。 
 
（司会） 
 海南島は貿易関係が一番盛んだと思うが、貿易もし

くは流通以外にも例えば製造業の工場など様々な産業

が誘致されているという考えでよろしいか。 
 
（劉氏） 
 そうだ。ただ重工業というより軽工業が中心という

ことは予測されるので、軽工業の製品を加工した商品

を国内で販売すると、結局貿易のメリットを利用して

税金の優遇を利用できるということが大きな考えのひ

とつである。 
 
（司会） 
 ではそろそろ時間となったので、このあたりで終了

させていただければと思う。 
 ありがとうございました。 
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2.講演資料 
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